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医薬品マスターの改定について  

 

 今般、下記のとおり医薬品マスターを改定しましたのでお知らせします。  

 なお、今回公表するマスターの廃止年月日は平成２９年３月３１日であること

から、平成２９年４月診療分の電子レセプトに使用することのないようご留意願

います。  

 

記  

 

１ 次に掲げる厚生労働省告示に基づく経過措置医薬品の廃止（別表１）  

 ⑴ 平成２８年３月４日付け厚生労働省告示第５１号  

 ⑵ 平成２８年６月１６日付け同第２５３号  

 ⑶ 平成２８年８月３０日付け同第３２４号  

 ⑷ 平成２８年１１月１７日付け同第３９３号  

 ⑸ 平成２８年１２月８日付け同第４１０号  

 

２ 前１の⑴に基づき廃止となる薬価基準収載医薬品の商品名医薬品の廃止（別

表２）  


